
- 7 -

第４章 河川整備の実施に関する事項

第１節 河川工事の目的、種類及び施行の場所並びに当該河川工事の施行により設置される

河川管理施設の機能の概要

河川整備計画の目標を達成するための方策として、次のとおり河川の整備を効果的かつ経

済的に実施する。

また、工事の実施にあたっては、河川の水利用の現状を調査し、支障なく適正な水利用が

行えるよう考慮する。






